
 

報告第17号 

 

   令和２年度大阪市一般会計補正予算（第２回）急施専決処分報告につい 

   て 

 

 令和２年度大阪市一般会計補正予算（第２回）について、地方自治法第179条第１項

の規定に基づき、令和２年４月30日別紙予算書のとおり特別定額給付金の支給を追加

するため、市長において専決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認を求

める。 

  令和２年５月14日 

大阪市長  松 井 一 郎  



 



令 和 ２ 年 度 

 大阪市一般会計補正予算書 

(第 2 回) 



 



 （第２回） 

令和２年度大阪市一般会計補正予算 

 令和２年度大阪市一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ277,264,984千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ2,056,495,637千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年４月30日専決 

大阪市長 松 井 一 郎 
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第１表　歳入歳出予算補正

 歳　　　入

補正前の額 計

17 国 庫 支 出 金 453,068,256 277,264,984 730,333,240

 2 国 庫 補 助 金 68,778,573 277,264,984 346,043,557

1,779,230,653 277,264,984 2,056,495,637

款 項 補  正  額

歳        入        合        計

千円 千円千円
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 歳　　　出

補正前の額 計

 2 総 務 費 111,612,585 277,264,984 388,877,569

 2 市民生活推進費 5,286,073 277,264,984 282,551,057

1,779,230,653 277,264,984 2,056,495,637

款 項 補  正  額

歳        出        合        計

千円 千円千円
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令 和 ２ 年 度 

 

大 阪 市 一 般 会 計 補 正 予 算 

に 関 す る 説 明 書 
 

(第 2 回) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



１．歳　　　入

453,068,256 277,264,984 730,333,240

68,778,573 277,264,984 346,043,557

2,419,107 277,264,984 279,684,091  6
特別定額給付
金支給事業費
補 助 金

277,264,984

1,779,230,653 277,264,984 2,056,495,637

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 項 目 補正前の額 補  正  額 計
節 及 び 説 明

区      分 金      額

歳 入 合 計

17国 庫 支 出 金

 2国 庫 補 助 金

 1
総 務 費
国 庫 補 助 金

千円 千円 千円 千円
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２．歳　　　出

111,612,585 277,264,984 388,877,569

5,286,073 277,264,984 282,551,057

0 277,264,984 277,264,984  3職 員 手 当 等 18,046

超過勤務手当 18,046

10需 用 費 101,182

消 耗 品 費 80,779

印 刷 製 本 費 20,403

11役 務 費 1,068,391

通 信 運 搬 費 872,352

手 数 料 196,039

12委 託 料 1,602,555

13
使 用 料 及
賃 借 料

79,010

不動産賃借料 79,010

18
負担金、補助
及 交 付 金

274,395,800

交 付 金 274,395,800

1,779,230,653 277,264,984 2,056,495,637

款 項 目 補正前の額 補  正  額 計
節 及 び 説 明

区      分 金      額

 2総 務 費

 2市民生活推進費

 6
特別定額給付
金支給事業費

歳 出 合 計

千円 千円 千円 千円

                                         2



 



３．歳出歳入総括表

　　人件費及び物件費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

18,046 277,246,938 0

市 民 生 活 推 進 費 18,046 277,246,938 0

18,046 277,246,938 0

総 務 費

合          計

歳 出 事 項 別
歳 出 金 額

人 件 費 物 件 費 公 債 費

千円 千円 千円
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277,264,984 277,264,984 0 0 0

277,264,984 277,264,984 0 0 0

277,264,984 277,264,984 0 0 0

計 国 府 支 出 金 市          債 そ    の    他

歳 出 金 額 財           源           内           訳

特          定          財          源
税           等

千円 千円 千円 千円 千円 千円
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ア　会計年度任用職員以外の職員

補 正 予 算 給

0 
0

一　般　職

与
区　　分 職　　員　　数

職 員 手 当
超過勤務手当　18,046千円

千円

18,046

126,364,438

(0)

(注) (　)内は、短時間勤務職員数で外数である。

34,722 

超過勤務手当　18,046千円
職 員 手 当
の 内 訳

補 正 前

比 較

11,908,954 128,927,175(6,374)

千円

(1) 総　　 括

千円

0

与

報 酬

給

人

11,908,954

区　　分 職　　員　　数

千円

128,927,175(6,374)
34,722 

126,382,484

職 員 手 当給 料

補 正 後

の 内 訳

(注) (　)内は、短時間勤務職員数で外数である。

報 酬 給 料 職 員 手 当

給

34,722 

人 千円

補 正 前 (664) 0 128,626,290 124,961,353
34,722 

補 正 後 (664) 0 128,626,290 124,979,399

千円

0 
0 18,046比 較 (0) 0

増加分

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明

千円 千円

職員手当 18,046 超過勤務手当の 18,046 特別定額給付金支給事務
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与 費 明 細 書

18,046 0 0 0

18,046

費

計
共 済 費 災 害 補 償 費

18,046

千円

14,797267,200,567 50,077,210

50,077,210

千円

恩 給 及

86,071

317,396,691

317,378,645

退 職 年 金
千円

86,071

合 計

合 計

千円

303,763,026

303,744,980

18,046

費 恩 給 及
共 済 費 災 害 補 償 費

計

267,218,613

千円 千円

0 0 0

14,797

退 職 年 金
千円 千円 千円 千円

253,605,689 50,056,469 14,797 86,071

253,587,643 50,056,469 14,797 86,071
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（参考） 

地方自治法（抄） 

第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合において 

なお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべ 

き事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明ら 

かであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該 

普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第 

162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の２第４項

の規定による第252条の19第１項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意につい

ては、この限りでない。  

省 略 

前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議において 

これを議会に報告し、その承認を求めなければならない。  

省 略 


